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ピ
グ
1

職
時
財
政
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

ピ
グ

l
戦
時
財
政
と

イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ

ン

谷

道

1i:ll: 

此
の
小
論
は
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ヂ
ャ

1
ナ
ル
誌
上
に
掲
載
さ
れ

た
ピ
グ

1
の
論
文
二
〈
耳
目

E
E
O
E
L
-
-
5
-
g
hて
白
初
介

で
あ
る
c

ヒ
グ

l
に
就
い
て
は
今
一
史
何
等
遁
ベ
る
必
巣
は
な
い
と
考
へ

る
が
、
彼
は
と
の
前
文
の
目
凶
に
、
戦
時
財
政
が
経
済
政
策
L
L

保
く
附
聯
す
る
事
を
説
宮
、

偲
令
今
日
の
交
問
州
諸
凶
が
財
政
上

り
即
山
で
刑
判
定
を
殺
が
れ
る
事
は
た
い
と
し
で
も
、
山
川
ほ
戦
吋

財
政
の
批
劣
は
促
飢
を
芯
起
し
、
恐
慌
を
す
ら
招
凍
し
て
職
午

白
川
怖
に
直
接
布
守
で
あ
り

更
に
職
午
に
制
す
る
れ
採
の
分
配

に
町
時
制
し
て

凶
川
北
川
地
位
を
破
壊
し
、
間
接
に
戦
叩
に
影
響
す

る
一
与
を
一
点
い
て
ゐ
る
c

附
よ
り
職
時
財
政
の
中
心
的
課
題
は
、

イ
ン
フ
レ
1
シ
ョ
ン
+
ゲ
一
芯
起
す
る
市
中
た
〈
如
何
に
し
て
眠
時
に

於
け
る
膨
大
た
川
門
伝
白
川
川
山
市
川
裂
を
充
た
す
か
に
あ
る
の
で
乱

第
一
九
十
こ
を

第
五
旗

プて

h=一六

る
が
、
ビ
グ
ー
は
附
者
の
山
阿
係
に
就
い
て
、
剛
氏
制
服
怖
に
於
け

る
三
ツ
の
呉
な
っ
た
事
前
を
光
づ
市
川
別
し
て
ゐ
る
c

剖
ち

第
一
、
叩
剛
氏
絞
析
が
不
況
で
あ
り
、
従
っ
て
物
倒
力
及
九
一
機

械
の
尿
州
制
n
F
は
、
戦
争
心
需
要
に
よ
っ
て
明
大
さ
れ
作
品
写

怖
に
あ
る
場
合
。

第
二
、
川
は
え
て
般
向
な
芯
味
で
は
な
い
が
、
配
に
完
1
f
口
俳
仙

白
山
態
に
あ
り

従
っ
て
政
府
は
不
断
に
桁
大
す
る
↑
凶
の
れ

精
力
を
、
悉
〈
戦
中
並
び
に
平
和
的
な
凶
一
次
の
間
叫
に
吸
牧
し

世
相
〈
ア
事
情
に
あ
る
場
合
。

第
三
、
同
じ
ぐ
完
全
ぽ
仙
心
以
祉
」
に
あ
る
が

一
凶
心
配
情

力
の
中
で
政
府
が
吸
収
す
る
川
分
は

川
々
一
定
心
水
川
T
b
q
一組

持
し
て
ゐ
る
場
合
む
あ
る
。

紋
は
こ
の
三
ツ
の
欣
態
の
各
々
に
泣
い
て

戦
時
財
政
と
イ

ン
づ
レ

1
ショ

ン
心
開
係
を
究
明
し
て
ゐ
る
が
叫
川
的
に
抑

て
知
一
の
揚
合
が
先
づ
起
り
、
う
い
で
第
二
の
献
活
が
起
り
、

第
三
の
如
き
場
合
は
九
ど
あ
り
仰
と
い
事
を
い
認
め
と
が
ら
、
山
川

ほ
ぞ
れ
が
他
の
揚
八
円
よ
り
も
簡
明
で
あ
り
、

U
つ
介
析
も
小
部
品

で
あ
る
と
い
ふ
訓
尚
で
、
先
づ
第
ミ
白
鶴
合
恥
色
町
吹
弘
司
討
を
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加
へ
て
ゐ
る
か
ら
、
川
ド
者
白
川
刊
点
J
4
亦
走
に
従
ろ
で
あ
ら
う

一
同
白
生
産
的
資
源
が
完
全
服
仰
の
航
態
に
あ
り
、
共
の

1
一n
は
政
府
の
需
姿
に
充
て
ら
れ
.
然
も
北
ハ
の
制
合
が
一
定
で

あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
月
々
む
政
府
の
1
1
出
は
一
周
の
支
出
の

-一

n
で
あ
り
、
従
っ
て
一
闘
の
貨
幣
所
仰
の
1
一
日
は
政
府
の
文

川
に
よ
っ
て
生
十
る
需
で
あ
る
。

今
若
し
一
般
民
裁
が
共
の
消
費
及
び
新
た
な
投
資
に
判
す
る

ー
且
川
宜
、
政
府
が
共
白
支
出
を
増
加
す
る
と
同
じ
だ
け
切
り
訪

め
る
と
す
れ
ば
、
貨
幣
所
得
は
愛
ち
た
い
。
然
る
に
と
り
民
衆

の
一
支
出
切
り
苛
め
が
政
府
の
支
出
附
加
よ
り
も
砂
な
い
揚
合
に

は
、
父
幣
所
得
は
増
加
す
る
。

前
の
場
合
に
は
「
戦
時
H

は
イ
ン
フ
レ

1

シ
ヨ
ン
に
頼
る
事
な

〈
訓
迷
き
れ
た
L

の
で
あ
り
、
後
の
揚
合
に
は
つ
耽
貨
は
イ
ン

フ
レ

l
シ
ョ
ン
の
助
力
に
よ
っ
て
制
注
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
と

ピ
グ

1
は
云
つ
一
て
ゐ
る
。

戦
時
財
政
が
右
白
意
味
で
イ
ン
フ
レ

l

シ
司
ン
む
按
け
を
仙

り
た
と
す
れ
ば
、
物
伎
と
賃
銀
と
は
同
じ
比
率
で
上
昇
す
る
ロ

ピ
グ

I
職
時
財
政
と
イ
シ
フ
レ

t
シ
ヨ
ン

ボ
し
賃
銀
が
会
〈
れ
る
と
明
ら
か
に
界
例
附
刈
酬
に
不
利
ぜ
あ

る
c

何
故
か
た
ら
、
銃
後
凶
日
比
の
一
利
川
し
得
ベ
き
質
物
所
仰
は

一
定
で
あ
る
事
左
前
提
に
し
て
ゐ
る
か
ら
、

M
F
仰
階
級
心
分
け

前
だ
け
が
減
少
す
べ
き
迎
山
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
イ

ン
フ
レ

l
シ
ヨ
ン
財
政
の
判
徴
は
、
一
五
ム
ま
で
も
左
く
に
制
川

作
者
に
川
市
位
的
損
失
を
興
ゆ
る
却
に
あ
る
。
ー
、
の
主
味
で
は
イ

ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
の
抜
け
を
借
り
る
か
否
か
は
、
同
氏
の
戦
費

分
拾
に
蒋
る
し
い
若
旦
一
を
生
宇
る
恥
を
者
過
し
て
は
た
ら
た
い

と
ヒ
グ

l
は
ム
通
べ
て
ゐ
る
。

然
る
に
彼
に
と
っ
て
よ
り
一
庇
品
川
正
左
間
過
は

1-'t 
Wi 

所
初
総
口
一
旦
と
現
行
の
附
買
力

同

C

F

C『

M
V
Z『
わ
】

M
h
w
即
日

h
-
m
h

】

X
)
5
0同

2
E
E
E
)
と
の
比
率
で
あ
る
。

r
I
μ
品
な
松
山
町
に
於
て
は
、
民
品
不

は
一
定
の
比
率
で
防
引
力
を
向
赫
さ
せ
る
か
ら
、
貨
幣
川
得
総

八
月
と
附
川
氏
力
と
り
州
合
は
不
挺
に
保
た
れ
て
ゐ
る
c

斯
〈
て

一
年
二
五
%
乃
五
五

O
一
%
を
起
へ
友
い
貨
幣
所
仰
の

例
へ
ば
、

前
加
左
ら
ば
、
金
融
界
に
民
飢
令
市

ι起
す
る
事
も
な
〈
可
た
り

永
続
し
り
る
の
で
あ
る
が
、
若
し
イ
ン
フ
レ

l
シヨ

y

の
草
が

両
い
か
、
或
ひ
は
氏
決
が
金
融
的
に
迦
敏
で
あ
る
場
合
に
は

第
五
十
二
巻

第
止
拡

ノ、

七

七



ヒ
グ

1
職
時
田
政
と
イ
ン
プ
レ
シ

1

ヨ
ン

常
に
貨
幣
に
劉
寸
る
不
信
を
招
布
す
る
危
険
が
あ
る
。
山
ち
若

し
購
買
力
が
毎
月
二
五
広
づ
っ
滑
加
す
る
と
す
れ
ば
、
人
々
は

貨
幣
を
交
け
取
る
や
否
や
直
ち
に
物
に
換
へ
ん
と
試
み
る
で
あ

ら
う
。
折
ぐ

τ貨
幣
所
得
は
時
列
力
の
増
加
よ
り
以
上
白
畑
合

で
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
北
一
の
結
果
慣
併
は
騰
貴
し
、
債
格
が

騰
武
す
れ
ば
財
政
需
要
の
増
加
は
必
然
で
あ
り
、
印
ち
市
純
な

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
駆
け
足
の
イ
Y

プ
レ

l

シ
ョ
ン
に
移
行

ず
る
。
斯
〈
て
全
経
消
組
織
は
崩
壊
し
、
戦
争
向
仰
が
山
首
る
し

〈
妨
げ
ら
れ
る
か
ら
、
「
イ
ン
フ
レ
1
シ
ョ
ン
の
中
山
川
を
得
た
使

川
な
ら
ば
東
大
在
危
険
も
な
く
、
引
っ
戦
時
に
不
馴
れ
な
租
税

を
賦
課
す
る
事
は
道
徳
的
に
も
艮
〈
た
い
と
い
ム
組
向
で
脊
訟

さ
れ
る
が
、
成
い
純
闘
で
必
に
羽
毛
事
は
危
険
で
あ
る
C

」
と
杭

は
述
べ
て
ゐ
る
。

以
上
の
結
尚
一
と
し

財
政
川
町
者
は
日
制
の
新
紙
特
の
例

訟
を
地
く
べ
き
で
あ
り

同
時
に
貨
物
苛
仰
に
判
ず
る
凶
衣
の

立山州
K
L
」
同
却
の
穴
幣
州
仰
を

利
枕
と
刷
出
F
H
信
川
む
制
治
に
相
判

ら
た
い
公
伏
と
に
よ
っ
て
集
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

此
の
場
企
口
凶

も
州
大
た
事
は

た
ピ
合
法
な
イ
ン
フ
レ

1
シ
ョ
ン
を
防

P
鼠

係
五
十
二
巻

帯
五
抗

/、

i¥、

y、

め
に

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
で
泣
い
手
段
に
よ
っ
て
品
必
な

だ
け
の
貨
幣
所
得
を
訓
詮
す
る
事
で
あ
っ
て
、
み
心
一
他
の
事
、

例
へ
ば
机
枕
と
公
山
肌
(
信
用
例
浩
に
よ
ら
な
い
公
債
、
県
者
計
)
と
心

命中円台

如
何
な
る
組
砲
を
何
人
に
課
す
る
か
い
寺
は
白
に
一
次
的

問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

突
に
完
全
陪
附
の
欣
態
に
あ
り

日
っ
政
府
の
戦
下
及
び
川
1

和
的
話
裂
に
割
り
wn
川
て
ら
れ
る
寅
物
所
作
の
割
合
は
一
応
で
た

く
、
不
断
に
増
加
し
つ

L
あ
る
も
の
と
侭
定
寸
る
。

トぃ

J
V
1
一初「

』

cり
i
A
L

に
も
イ
ン
フ
レ

1

ショ

シ
を
泣
け
る
一
事
は
明
治
じ
L

不
可
能
で
は

な
い
が
、
租
税
1
4

ぴ
公
債
(
伝
川
刑
並
に
よ
ら
な
い
公
債
)
に
よ
る

政
附
収
入
の
榊
加
は
、
'
苛
際
に
は
政
府
の
い
え
川
増
加
に
遅
れ
る

iJ通

ら

職
4
V

白
山
仏
初
に
於
け
る
或
る
蒋
度
の
イ
ン
フ
レ

l

ショ

ン
は
恐
ら
く
必
一
品
十
で
あ
り

此
の
信
川
膨
肢
が
川
窪
皮
的
に
な

る
と
』
叫
む
イ
ン
フ
レ

l
ショ

ン
に
移
行
す
る
と
述
べ
て
ゐ
る
c

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
政
策
が
採
川
さ
れ
る
と
、
前
述
白
川

〈
穴
銀
は
仙
判
的
に
比
例
し
て
上
品
ナ
る
。
然
る
に
戦
争
巴
輸

大
に
つ
れ
て
、
民
地
出
利
川
し
得
る
買
物
問
符
由
貴
ほ
不
耐
に



減
ゆ
す
る
守
ご
あ
る
。

引
ち
氏
ま
が
支
出

L
R
1特
月
刊
の
捌

を
判
制
水
準
で
制
っ
た
而
は
，
M
少
寸
る
。

従
っ
て
若
し
氏
決

るすの

"し芽IJ

ltJiば 川
〈し
て l同イ♀
l": !"る
殺到己資
が誌|品物

qi~ \~ r:町
会辛 |ヨヰ『干
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へ は け
ら 1I/:;剖"
iも司J が

たの佐
賀 1 来
月初 K σ〉
月Iに 1
4うな K

D る に

切手守た
りでる
;!?あと

め
に
比
例
し
て
共
D
支
出
荷
を
減
じ
た
い
と
す
れ
ば
、
物
的
は

上
昇
す
る
。

と
の
支
出
む
減
少
が
従
ん
M
U
l
-
7
と
す
れ
ば
物
例
の
上
昇
は

K
一
γ
で
あ
る
。
即
ち
『
I
H
の
抑
制
合
に
は
物
仰
は
K
併
に
た
り
、

U
J
日
間
の
場
合
に
は
物
的
は
何
等
精
勤
し
泣
い
。

民
衆
の
貨
物
所
得
の
切
り
詰
め
が
似
く
加
か
な
ら
ば
、
賃
銀

所
何
者
以
外
に
振
り
向
付
る
事
が
出
来
、
従
う
て
穴
銀
川
作
者

は
物
仰
が
上
昇
し
た
だ
貯
賃
銀
主
上
げ
る
事
が
山
梨
る
が
、
常

に
そ
う
と
は
限
ら
す
、
殊
に
切
り
詰
め
が
大
き
け
れ
ば
到
底
右

白
如
ぐ
た
め
得
た
い
か
ら
、
賃
銀
所
得
者
は
物
引
に
比
例
し
て

無
叫
に
共
の
賃
銀
を
引
上
げ
ん
と
し
、
共
の
結
集
は
必
然
に
イ

ン
フ
レ
1
シ
ョ
ン
の
泣
行
と
た
る
が
、
共
の
事
が
や
が
て
直
ち

に
特
等
由
目
的
の
詑
成
を
妨
げ
、
然
も
紋
等
を
し
て
更
に
よ
匂
ノ

y
r
l
時
時
尉
世
主
イ
シ
フ
レ
I

シヨ

ν

戸
肝
の
山
氏
ポ
主
掛
川
川
せ
し
有
る

#ι
立
5
e
E
己
主
が
べ
乎
戸

科
目
一
え
た
い
螺
旋
形
で
あ
り
、
作
い
仙
川
公
鋭
部
と
拘
仰
と
は
お
訂
び

の
後
を
氾
ひ
掛
付
一
」
上
昇
し
、
此
の
泊
料
が
何
等
か
り
方
法
に

土
っ
て
統
制
さ
れ
な
い
限
り
、
h

勺
心
中
刊
一
た
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
従

っ
て
絞
情
的
破
綻
で
あ
る
。
」
と
ピ
グ
ー
は
結
論
し
て
ゐ
る
。

四

開
帆
ハ
引
が
拡
大
し
、
新
た
注
生
円
資
源
が
利
川
さ
れ
る
揚
ム
口
に

は
、
日
比
決
の
利
川
し
作
る
貨
物
所
得
は
政
府
の
前
賢
明
加
に
胆

じ
て
減
少
す
る
も
の
で
は
友
〈
、
更
に
久
世
〈
減
少
し
な
い
場
合

す
ら
あ
り
得
る
。

此
の
場
合
に
は
、
貸
物
所
符
仙
相
川
仰
の
品
川
い
加
に
泊
肱
す
る
鴻
め

に
党
幣
所
得
が
榊
加
し
な
い
と
す
れ
ば
、
物
的
及
び
貨
幣
賃
銀

は
低
下
し
て
、
生
産
に
針
す
る
荒
大
志
牒
柏
町
と
破
綻
と
を
芯
起

す
る
c

斯
く
の
如
き
は
附
よ
り
防
止
す
べ
き
で
あ
る
が
、
戦
争

の
初
期
に
は
不
況
矧
に
あ
り
.
従
う
て
日
仙
川
市
は
掛
け
ト
ヘ
ナ
る
か

ら
、
長
に
胞
中
る
貨
幣
川
得
心
情
加
は
何
等
思
念
す
る
に
山
ら

た
い
。
此
の
程
U
M
船
艇
は
イ
ン
フ
レ

1

シ
ョ
ン
的
で
な
い
と
坪

ぷ
に
長
泊
で
あ
る
と
ぜ
グ

1
は
述
べ
て
ゐ
る
。

第
五
十
一
巻

六
ニ
九

部
主
観

ブレ



ピ
グ
1
職
時
財
政
と
イ
シ
フ
レ
，
シ
ヨ
ン

五

最
後
に
ピ
グ

1
は
、
戦
争
の
最
初
白
一
ヶ
年
に
於
け
る
英
国

の
山
肌
態
を
具
剛
山
的
に
仏
間
討
ナ
る
矯
め
に
四
円
ソ
の
帰
棋
を
山
本
げ
て

ゐ
る
。
即
ち
充
の
如
〈
で
あ
る
。

て
銀
行
以
外
が
所
有
す
る
戸
時
貨
と
紙
幣
の
荒

四.三二

貨銀
特行
官 官1
重県全
税::の
額萱

一
般
物
的
水
年

生
産 以
力 上
が 四
不 ツ
鎚 の
で柑
あ七~~
るは
た

ーらずf
;iL ば し
三、凡

九大て
年間が
i¥ に I同
月於滑
乃 て i己
主 1~ 逃

性 行
ゴL mし
匹I1♀ 
O と E
年司、っ

行
す
べ
昔
も
の
で
あ
る
。

八
月
に
於
て
、
実
閣
銀
行
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
十
巾
の
中

一
%
上
昇
し
、
第
三
に
就

い
て
は
報
特
が
た
い
が
、
ポ

1
u
ー
の
貨
幣
賃
銀
北
町
教
は
約
一

三
%
の
上
昇
を
示
し
て
ゐ
る
か
ら
、
此
の
叩
の
央
主
宰
の
減
少

第

i土

一
九
%
、
第
三
は

(
八
・
七
転
手
h

一
五
・
五
%
に
低
下
)
貯
側
担
化
与
を
巧
臆
す
れ
ば
、
貨

幣
賃
銀
締
約
の
増
加
を
一
八
対
乃
五
一
一
五
U
1
C
推
定
し
作
る
。

日
後
K
物
引
に
脱
い
て
は
、
商
務
川
の
仰
町
物
相
指
肱
つ
は
問

第
五
十
二
を

山-

1'( ニー
のタ
生、

百十 ス
費グ
J廿テ
数 f

i土的ス

ーの-
9百そお

のれ')0 
上は
昇四
に五
泊 %
lr' 上L

!;r.昇
いし
首1 、

他
生方
計努
史的

第
五
銑

O 

相
敢
に
就
い
て
は
、
物
川
統
制
北
ぴ
に
食
紺
詐
に
針
す
る
政
附

制
助
金
の
影
響
を
持
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

ピ
グ
ー
は
H
I
等
の
荷
数
字
に
就
い
て
そ
れ
ぞ
れ
各
別
に
芳
一
校

し
、
更
に
是
を
綜
合
し
た
る
後
、
貨
幣
所
得
の
膨
脹
が
結
局
二

五
%
以
上
で
は
た
か
っ
た
と
断
じ
、
此
の
膨
脹
か
ら
失
業
の
減

在シー退
かヨ五と
つ 57F百 持
た V-"， で仰

と ttf あ の
ホ1113乙 1) ~lt\ 

I:l:、 1t
で UJj 職 と

ゐ?守" 1i:: 
る T 第三巧，c 品

士年子
守 1:: オ1ン
¥於.ば

け 夏
るに
英紗
同 左
のぐ
イ、

ン 恐
フら
レイ

l:i 

且
つ
危
険
た
も
の
で
は

-J、
以
上
ピ
グ
ー
の
所
耐
の
大
間
を
述
べ
た
が
、
要
寸
る
に
戦
司

の
杭
大
は
干
が
て
完
会
府
仰
の
松
監
に
写
り
、
然
、
仏
政
問
問
製

日

μ
品
町
一
々
掛
け
+
へ
寸
る
か
ら
、
同
氏
に
血
一
へ
ち
れ
る
賢
刷
用
料
位
向

戎
町
少
す
る
に
も
い
判
ら
や
共
の
品
川
恥
市
川
仰
は
附
加
す
る
c

従
勺

て
岡
H

叫
が
前
裂
を
切
り
討
め
た
い
か
ぎ
り
杓
慨
は
上
昇
し
て
イ

ン
ヲ
レ

1
シ
ョ
ン
の
危
険
を
γ
判
定

L
h時
在
い
。
軒
町
〈
で
者
し
イ
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ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
を
謎
〈
ベ
吉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
財
政
首
局

は
回
一
家
が
必
嬰
と
す
る
貨
物
所
符
に
針
肱
す
る
だ
け
の
貨
幣
則

停
を
、
組
税
と
信
川
制
活
に
頼
ら
な
い
公
仙
と
に
よ
っ
て
独
得

し
在
け
れ
ば
た
ら
た
い
と
い
ム
結
論
に
到
詑
す
る
。
此
の
結
論

は
前
大
戦
以
来
の
英
凶
戦
時
財
政
の
判
統
的
立
初
で
あ
る
が

例
へ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
如
き
既
に
先
に
飽
き
足
ら
中
と
し
て
引
制

の貯

古fl 帯
<亡
で よ
あ る

る，同
ι， l~ 

M 
'ft 
jJ 
D 

向
4iC 
を

~R 
し
て

ゐ
る
:;;ji 
l土
'$;;: 
如j

然
る
に
笥
際
問
組
と
し
て
は
、
信
川
創
泊
の
手
段
に
頼
る
事

友
〈
喰
殺
を
訓
詑
ず
る
事
は
殆
と
不
可
能
で
あ
る
。
従
つ
で
問

問
は
む
し
ろ
公
債
に
よ
る
山
氏
力
の
創
也
と
イ
ン
フ
レ
1
シ
ョ

γ
と
の
附
係
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
揚
合
恐
る
べ
き
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
汚
く
方
公
土
、
従
市
市
川
V
3
hけ
れ
出
向
比
取
亡

ー

:

一

d

i

-

-

〈

1
1
1
f
l
!
l

よ
っ
て
は
料
品
不
可
能
で
あ
っ
て
、
印
刷
端
な
物
川
統
制
か
ら
進

ん
で
、
例
へ
ば
切
知
制
度
の
如
吉
徹
氏
的
山
山
町
川
崎
川
に
よ
る
外

は
な
い
も
D
と
考
へ
る
。
印
ち
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
針
策
も
亦

白
山
仁
し
義
闘
い
也
に
於
け
る
揚
合
と
、
本

-mドぃ叩古川間
A

徒
に
於
け
る

場
合
と
に
よ
っ
て
根
木
的
に
到
な
っ
た
允
揚
に
あ
る
事
を
知
ら

ね
ば
な
ら
訟
い
。




